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中
国
新
聞
デ
ジ
タ
ル
版
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
の
呉
江
浩
駐
日
本
国
特
命
全
権
大
使
は
、
本
年
三

月
十
三
日
、
前
月
に
台
湾
を
訪
問
し
頼
清
徳
中
華
民
国
総
統
と
面
会
し
た
山
口
県
の
村
岡
嗣
政
知
事
に
対
し
て
、
「
台
湾
問
題

に
つ
い
て
は
言
動
を
慎
む
べ
き
だ
」
な
ど
と
政
治
的
圧
力
を
か
け
る
書
簡
を
電
子
メ
ー
ル
で
送
付
し
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

中
国
の
楊
慶
東
駐
福
岡
総
領
事
は
、
翌
十
四
日
、
山
口
県
の
村
岡
知
事
と
面
会
し
た
際
、
呉
大
使
の
書
簡
と
同
様
の
趣
旨
の
発

言
を
し
、
圧
力
を
か
け
た
と
さ
れ
る
。
呉
大
使
は
、
本
職
が
、
脅
迫
発
言
を
繰
り
返
す
中
国
大
使
の
追
放
に
関
す
る
質
問
主
意

書
（
第
二
百
十
三
回
国
会
質
問
第
九
七
号
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
が
「
台
湾
独
立
」
及
び
「
中
国
分
裂
」
に
加
担
す
れ

ば
「
民
衆
が
火
の
中
に
連
れ
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
の
日
本
国
民
に
向
け
た
脅
迫
発
言
を
、
一
度
な
ら
ず
複
数
回
に
わ
た

り
公
の
場
で
行
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
前
記
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
二
一
三
第
九
七
号
）
に
お
い
て
、
「
御
指
摘

の
呉
江
浩
駐
日
中
国
大
使
の
発
言
は
、
駐
日
大
使
の
発
言
と
し
て
極
め
て
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
中
国
政
府
に
対
し

厳
重
な
抗
議
を
行
っ
た
」
と
答
弁
し
た
。 

 

本
件
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。 

一 

呉
大
使
及
び
楊
総
領
事
が
村
岡
知
事
に
不
当
な
政
治
的
圧
力
を
か
け
た
こ
と
は
、
言
語
道
断
の
行
為
で
あ
る
と
考
え
る



 

２ 

 

が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 
政
府
は
、
極
め
て
不
適
切
な
言
動
を
繰
り
返
す
呉
大
使
を
ペ
ル
ソ
ナ
・
ノ
ン
・
グ
ラ
ー
タ
と
し
て
通
告
し
、
我
が
国
よ
り

追
放
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


